
広島高等裁判所岡山支部，岡山地方裁判所及び岡山家庭裁判

所当直事務取扱細目

(平成29年3月1日実施）

改正平成30年3月.26日

1 当直事務の主管

当直に関する事務は，岡山地方裁判所事務局総務課（以下「主管課」 というd )

において取り扱う。

2 当直割当ての順序，繰替え等

(1) 当直の割当ては，広島高等裁判所岡山支部，岡山地方裁判所及び岡山家庭裁

判所当直規程（以下「規程」 という。 ）第6条に基づいて行う。

（2） 同一人に，宿直が連続することとなる場合並びに宿直から日直及び日直から

宿直が連続することどなる場合は， 同条各号に掲げる当直種別の後順位に当た

る当直について， その当直員名簿の次順位の者と繰り替える。

（3） 次に掲げる職員については，規程第5条に定める職種別の当直員名簿の最後

に五十音順に登載し， 当該各項に掲げる事由が発生した日から1か月以内の当

直は割り当てない。

ア新たに任用された職員

イ他庁（岡山市に所在する裁判所及び岡山検察審査会を除く。 ）から配置換

えとなった職員．

（4） 当直事務掌理者は， 当直の割当て及び交替の承認に関する権限を岡山地方裁

判所事務局総務課長に委任する。

S 当直割当ての通知

（1） 規程第6条第1号から第3号までの当直割当ては，遅くとも前月の20日ま

でに, 当直割当通知簿（別紙様式第1）により通知する。ただし，緊急に増員

して当直を命ずる必要のある場合は， この限りでない。

（2） 割当ての通知を受けた職員は， 当直割当通知簿の確認印欄に押印する。

1



4 当直の交替

当直の交替を申し出る者は， 当直割当通知簿の交替者確認印欄に交替者の押印

を受けた上， 岡山地方裁判所事務局総務課長の承認を受ける。ただし，規程第5

条第1号に掲げる者については，職種を異にして交替することはできない｡

5 連続当直の制限

同一人は2回以上連続して宿直をすることはできない。ただし，特段の事由に

より当直事務掌理者が承認したときは， この限りでない。

6 当直の割当ての免除

（1） 規程第4条に定めるもののほか，次に掲げる者には， 当直の割当てを免除す

る。

ア介護休暇中の職員

イ休職中の職員

ウ育児時間又は育児短時間勤務が承認された職員（当該育児時間又は育児短

時間勤務の期間内に限る。 ）

・エ妊娠中の職員及び産後1年を経過しない職員

オ裁判所職員総合研修所入所中の職員（実務修習中の家庭裁判所調査官養成

課程の職員を除く。 ）

力任期付採用職員及び臨時的任用軽員

キ病気，公務出張その他やむを得ない事由が長期にわたるため， 当直勤務を

させることが相当でないと認められる職員

(2) 次に掲げる者には，その申出に基づき， 当直の割当てを免除することができ

る。

ア小学校第3学年までの子を養育しており，かつ，職員のほかに常態として

子の養育をする者がいない旨の疎明があった職員

イ 日常生活を営むのに支障がある者（要介護者）を介護して･いる旨の疎明が

あった職員

ノ
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ウその他やむを得ないと認められる事情がある旨の疎明があった職員

（3） 当直の割当ての免除を申し出る者は， 当直（割当て）免除申請書（別紙様式

第2）により， 当直事務掌理者の承認を得なければならない。

7 当直に備え付ける帳簿等

次に掲げるものを当直に備え置く。

（1） 当直規程及び細目

(2) 事件関係送付簿（当直用）

（3） 当直受付日付印

（4）逮捕状，勾引状，勾留状等各種令状用紙及び電話聴取書用紙その他必要な用

紙

（5） 司法行政文書取扱要領及び細目

（6） 平成4年8月21日付け最高裁総三第26号事務総長通達「事件の受付及び

分配に関する事務の取扱いについて」

（7） 地震対応業務継続計画

(81磁気カード等使用簿

(9)■■■■■■■■■
⑩消印器

⑪六法全書

8 当直員の定位置等

当直員の定位置は岡山地方裁判所当直事務室とし， 当直員は，規程第3条第3

項に定める当直勤務開始時刻までに必ず当直勤務につかなければならない。

9 帳簿等の引継ぎ

（1） 当直員は，次の帳簿等を所管係から引き継ぐ．・

ア広島高裁岡山支部関係

（ｱ） 当直文書受付簿

（ｲ） 当直文書受付簿（現金書留用）
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（ｳ） 事件関係受付簿（当直用）

イ岡山地方裁判所及び岡山簡易裁判所関係

（ｱ） 当直割当通知簿

げ） 当直日誌

（助当直文書受付簿

㈲当直現金書留受付簿

鮒事件関係受付簿（当直用） （地裁，簡裁別）

㈲令状請求事件簿（地裁，簡裁別）

㈱上訴申立書等記録簿（地裁，簡裁別）

（ｸ） 私選弁護人選任申出等通知簿

例当直規程等綴

（.） キャビネット鍵箱

ウ岡山家庭裁判所関係

例当直文書受付簿

（ｲ） 当直現金書留受付簿
． . j

（助事件関係受付簿（当直用）

㈲身柄押送日誌

鮒■■■
エその他当直が事件を処理するについて必要な帳簿

(2) 当直員は， 当直勤務時間終了後，速やかに各課室の担当者あるいは次の当直

員に，当直で受け付けた文書等の引継ぎをしなければならない。また， 引継ぎ

を終えるまでは勤務を離れることができない。

(3
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10 門扉等の開閉

当直員は，別に定めるとおり，休日を除き， 門扉等の施錠， 開閉を行う。

11 ,巡視

・ 当直員は,次に定めるとおり庁舎の内外を巡視し，火気及び戸締まり等に注意

の上，事故発生の防止に努めなければならない。

(1) 宿直

(2) 日直

’
ただし，上記の時間帯に巡視ができない場合は，適宜の時間帯に巡視を行う。

12事故，災害等に対する処置

(1) 当直員は，火災,‘盗難，その他災害防止については細心の注意を払い， もし

これらが発生したとき又はそのおそれのあるときは， 当直事務掌理者，警察署，

消防署等関係機関への連絡及び非常持ち出し並びに在庁及び岡山市在住の職員

への救護要請等，必要な措置を講じなければならない。

（2） 当直員が自己の判断により，前項の措置を講ずることができない事態が生じ

たときは， 当直事務掌理者等に急報してその指揮を受け，その指揮を受ける余

裕がないときは， 当直責任者が最善と判断した方法により措置し，事後速やか

に報告しなければならない｡

13 当直不能の場合の措置

5
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（1） 当直を割り当てられた者で規程第7条の事由のあるものは，原則として交替

の方法により当直を免れることとし， 当直の免除の申出（別紙様式第2の当直

（割当て）免除申請書による。 ）は，交替者が得られないなどやむを得ない場

合に限りできるものとする。

（2） 当直員は，勤務中に病気，その他やむを得ない事由により当直事務を行うこ

とが著しく困難になったときは， 当直上席者の承認を得て任務を離れることと

する。この場合， 当直上席者は速やかにその旨を岡山地方裁判所事務局総務課

長（不在時は総務課課長補佐）に届け出る。

（3） 当直の免除がされたときは，原則として，規程第6条各号に掲げる当直種別

ごとの当直員名簿の次順位の者に振り替えて， 当直を割り当てる。

、 14 司法行政文書の処理

、 当直に到来した文書等のうち， 司法行政事務に関する文書の取扱いについては，

平成24年12月6日付け最高裁秘書第003545号事務総長通達「司法行政文書の

管理について」及び同日付け最高裁秘書第003547号「下級裁判所における司法行

政文書の管理の実施等について」並びに広島高等裁判所,岡山地方裁判所及び岡

山家庭裁判所で定める司法行政文書取扱要領実施細目によるほか，次のとおり処

理しなければならない。

（1） 当直員は，到来した郵便物等の宛名を精査する。

（2） 接受した文書等には全て当直受付日付印を押捺して当直文書受付簿に記載し，

引継ぎまでの間，紛失又は汚損することのないように保管する。

15事件関係書類の処理

当直に到来した文書等のうち，事件に関する書類の取扱いについては，平成4

年8月21日付け最高裁総三第26号事務総長通達「事件の受付及び分配に関す

る事務の取扱いについて」によるほか，次のとおり処理しなければならない｡

(1) 当直員は,その書類の初葉余白に当直受付日付印を押捺する。

（2） 当直員は，各種令状の請求があったときは，令状請求事件簿に記入し，各庁

6
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が定める令状当番裁判官の指示を受ける。 、

事件関係の緊急事務処理

当直員は，次の緊急処理を要する事件の処理に当たっては，受理したとき直ち

に別に定める職員に連絡して指示を受ける。

なお，郵便物等のうち，緊急を要する事件の関係書類である旨が表示されてい

16

るものについては，封書を開封して処理する。

（1） 民事関係

ア人身保護

イ証拠保全

ウ強制執行停止

エ保全事件（民事保全）

オ同 （倒産関係）

(2) 刑事関係

ア勾留に関する処分（保釈，執行停止）

イ準抗告

ウ証拠保全請求

エ刑事訴訟法第226条， 同第227条の証人尋問請求

オ抗告

（3） 家事関係

ア審判前の保全処分

イ保全事件

ウ強制執行停止

（4）少年関係

身柄事件

17 当直日誌

(1) 当直員は，その執務中に生じた事項及び参考となる事灌その執務中に生じた事項及び参考となる事項

I

I

を当直日誌 (別紙様
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一

式第4）に記載しなければならない。

（2） 当直日誌は， 当直事務掌理者に供閲する。

（3） 主管課は， 当直日誌に連絡の必要な事項の記載があるときは，直ちに，その

’ 記載された事項を取り扱う所管課（広島高等裁判所岡山支部に関するものは同

支部庶務課岡山家庭裁判所に関するものは同庁総務課）に連絡する｡

18その他

この細目に定めた事項以外の事項で必要があるときは， 当直事務掌理者におい

て指示することができる｡

付．記

1 この細目は，平成29年3月1日から実施する。

2 平成16年8月1日実施の広島高等裁判所岡山支部，岡山地方裁判所及び岡山

家庭裁判所当直事務取細目は，平成29年2月28日限り廃止する。

付記

この細目は，平成30年4月1日か!ら実施する。

一
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(別紙様式第1）
、

年 月

確
認
印

交替

者確

交替

者確

交替

者確

承 承
認
印

承
認
印

承
認
印

当直割当日 氏 名 認
印認印 認印 認印

月 日

曜日

月 日

曜日

月 日

曜日

月 日月 日

曜日曜日
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(別紙様式第2）

平成 年 月 日

当直事務掌理者殿
I

属
職
名

所
官
氏 ③

当直（割当て）免除申請書

下記のとおり当直（割当て）を免除してください。

記

1 免除を求める当直の期間

平成 年 月 日午 時分から

平成 年 月 日午 時 分まで

2免除を求める理由

I

’

10

局長（当直事務掌理者）

承認 不承認 次長 課長 補佐 係長 係

P
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(別紙様式第3－1）

磁気カード等使用簿(鍵No.1～20)
一一

－月一日（ ）
広島高等裁判所岡山支部

岡山地方裁判所

岡山家庭裁判所

’
1

2

I

」

(記載例）
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(別紙様式第3－2）

磁気カード等使用簿(鍵No.21～40)

月 日（ 〉
広島高等裁判所岡山支部

岡山地方裁判所
岡山家庭裁判所

贈豊
礁:蕊:蕊』

溌蕊鍵
胸 鴬臘篝欝而氏名

罐
瞬

猶篭簔鰯｜氏名 塞
瞬
響

塞
瞬

ﾉ

鶴熱名鶴熱名
時刻

21

22

23

！
24

’
25

26

｜
’

27

－一

28

’29

h

30

－－

’31

一

32

33

’34

35

36

’
司
’37

38

391
ゴ

40

|: ｜ ’
I

(記載例）
弓

｜ロロ L日旦」8：10 ○○17：15 △△ 20:2018:00 20:30
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(別紙様式第4）

課 課長補佐 係

平成 日 （ 曜日）年 月

直 宿 直日

巡視者

認 印

4

記事 引 継事項 引継事項記事

I
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一
一
口
一
領

一
一
受

一
蹄
一
‐
訓

』
一
●

一
口
一
地

一
一
一
局

や
０
０
１
０
４
ｔ
や
８
０
６
０

け
等
一
留

一
受
録
一
書

離
記
一
金

通
原
》
現

一
一
ぎ

一
ぎ
一
継

一
継
一
引

一
引
一
□

一
一
辛
口
一
領

一
一
受

一
一
口

一
諦
一
‐
昂

一
口
一
馴

幸
８
●
■
日
日
０
１
－
０
８
８
０

芯
等
一
留

艤
録
一
書

信
記
一
金

遥
原
一
現

日直勤務者所属・官職・氏名・印 宿直勤務者所属・官職・氏名・印
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